
三宅町創業支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内における創業を促進し、地域経済の活性化及び産業振興を図る

ため、新たに法人を設立し創業する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）町内において新たに会社法に基づく株式会社又は合同会社を設立し創業する者 

（２）当該法人の本店所在地を町内に置く者 

（３）交付決定後、２年以上継続して事業を営むことを確約する者 

（４）三宅町税条例（昭和３５年三宅町条例３７号）第３条に規定する町税又はその他

市町村税に滞納がない者 

（５）自己又は自己の団体役員等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴

力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。 

（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業を開業する者ではないこと 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象となる経費は、以下の法人設立に要する次に掲げる経費とし、消費税及

び地方消費税を含むものとする。 

（１）定款認証手数料 

（２）登録免許税 

（３）定款印紙代（紙定款の場合に限る） 

（４）三宅町交流まちづくりセンターMiiMo のコワーキングカフェを６月を超えて長期

利用し、かつ、当該施設を登記住所とする場合における長期使用料及び登記におけ

る設備使用料（三宅町交流まちづくりセンター運営規則に基づくもの） 

２ 補助対象経費は、当該年度内に支出したものに限る。 

３ 交付決定前に着手した経費は、補助対象としない。 

４ 第１項第４号に規定する長期使用料及び設備使用料は、当該年度内に実際に利用した

期間に係る経費を補助対象とする。 

５ 前項の場合において、利用期間が年度をまたぐときは、当該年度利用月数に応じて月

割りにより補助対象経費を算定するものとし、１月未満の端数月は算入しない。 

（補助の制限） 

第４条 補助金の交付は、同一の法人設立（設立に係る一連の創業行為をいう。）及び同一



の申請者につき１回限りとする。 

２ 国、地方公共団体その他の団体から同種の補助金等の交付を受ける場合においては、

当該補助金等の対象となる経費は、本補助金の対象経費としない。 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、１件あたり上限３７２，０００円

とする。 

２ 補助金の交付は、予算の範囲内において行うものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければな

らない。 

（１）補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）事業計画書（様式第２号） 

（３）収支予算書（様式第３号） 

（４）誓約書（様式第４号） 

（５）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の書類の様式は、町長が別に定める。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補

助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するも

のとする。 

２ 町長は、審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、補助金不交付

決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（変更の承認） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者は、申請内容を変更しようとするときは、あらかじ

め変更承認申請書（様式第７号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 軽微な変更については、この限りでない。 

３ 町長は、第１項の申請を承認したときは、変更承認通知書（様式第８号）により通知

するものとする。 

（廃止） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、速や

かに廃止届（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の末日までに、次に掲げる書類を町

長に提出しなければならない。 

（１）実績報告書（様式第１０号） 

（２）支出を証する書類（領収書その他支払の事実を証明できる書類） 



（３）法人設立を証する書類（登記事項証明書等） 

（４）その他町長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第１１条 町長は、前条の報告を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助

金額確定通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金交付請求書（様式第１２号）を町

長に提出するものとする。 

２ 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１３条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を

取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１）虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

（２）２年未満で事業を廃止したとき 

（３）この要綱の規定に違反したとき 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 


